
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の概要について
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令和６年９月下旬
「加入者情報のお知らせ」通知
※個人番号下4桁を記した文書
（登録情報に間違いないか確認するもの）

【参考】
鶴岡市国保民健康保険でのマイナ保険証所有及び利用状況
〈令和６年７月時点でのマイナ保険証所有状況〉
・被保険者 23,101人
・マイナ保険証所有者 15,989人
・マイナ保険証所有率 69.2％

〈令和６年５月診療でのマイナ保険証利用状況〉
・マイナ保険証利用率 16.6％

【市広報７月号】
保険証更新に
ついて

【市広報９月号】
加入者情報
通知について

【市広報11月号】
【市広報12月号折込
「みんなの国保」】
保険証廃止等に
ついて

R６「被保険保険証」
有効期限：R7.7.31

保険証
発行停止

12/2~

【マイナ保険証なし】
R６「資格確認書」 有効期限：R7.7.31
※従来の「保険証」に代わる証

【マイナ保険証あり】
「資格情報のお知らせ」
※加入している健康保険の資格情報を記した通知

Ｒ７「資格確認書」
有効期限：R8.7.31
※当面、自動更新

「資格情報のお知らせ」

12/2以降も
有効期限まで
使えます

！

○令和６年１２月２日からは保険証が発行されなくなります。
ただし、令和６年８月１日付けで交付した保険証は、原則、令和７年７月３１日までは有効となります（国民健康保険・後期高齢者医療）。

○令和６年１２月２日以降、加入する健康保険が変わった場合、マイナ保険証（健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード）を
持っていない方には保険証に代わる「資格確認書」を交付します（当面の間、自動更新）。

○マイナ保険証を持っている方でも、カードを紛失した場合や医療機関での本人確認操作が困難な場合などは、申請により資格確認書を
交付します。

【マイナ保険証あり】
R６「資格確認書」 有効期限：R7.7.31
※マイナ保険証での受診が困難な場合、申請により交付する。

Ｒ７「資格確認書」
有効期限：R8.7.31
※場合により自動更新
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